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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 

 ニホンザル・アライグマ・カラス・ツキノワグマ・カルガモ 

 カワウ・ニホンジカ・イノシシ・ハクビシン 

計画期間  令和５年度～令和７年度 

対象地域  青森県鰺ヶ沢町 

  

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和３年度） 

鳥獣の種類 
被  害  の  現  状 

品     目 被 害 数 値 

ニホンザル 

果樹（リンゴ） 

野菜（アスパラガス・スイカ他） 

水稲 

麦類 

３．０５ha 

７０５千円 

アライグマ 野菜（スイカ） 
０．００４ha 

１３千円 

カラス 野菜（スイカ、トウモロコシ） 
０．０２ha    

６４千円 

ツキノワグマ 野菜（スイカ） 
０．０６ha 

２０５千円 

カルガモ － 
－ha 

－千円 

カワウ － 
－kg 

－千円 

ニホンジカ － 
－ha 

－千円 

イノシシ － 
－ha 

－千円 

ハクビシン － 
－ha 

－千円 

計  
３．１３４ha    

９８７千円 

   ※別紙１ 鰺ヶ沢町過去３年間における鳥獣による農作物被害状況 参照 
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（２）被害の傾向 

①ニホンザル 

被害は町内全域におよぶ。３月頃からリンゴの芽の食害に始まり、５月以降は定

植した農産物の被害が頻繁に発生する。７月以降は収穫期を迎える、スイカ、アス

パラガス、リンゴ、トウモロコシ、ジャガイモ等の食害が増加する。 

近年は、市街地にも出没し、住民を困惑させている。 

②アライグマ 

６月から９月にかけてスイカ、７月から８月にかけてトウモロコシへの食害が発

生する。被害はスイカの畑作地域が多い。 

③カラス 

６月頃からリンゴに掛けた袋の剥ぎ取りを始め、８月以降は果実の食害が多く発

生する。また、７月から８月にかけてスイカ・トウモロコシへの食害等が発生する。 

④ツキノワグマ 

被害は山間部が中心で、主に７月から８月にかけてスイカの収穫時期の食害等の

農林業被害が発生する。 

⑤カルガモ 

  田植え後の５月の苗の活着障害や抜き取りが発生し、水稲の生育に影響を与えて

いる。被害は町内全域におよぶ。 

⑥カワウ 

６月から８月にかけてアユの捕食による漁業資源の減少が懸念される。 

⑦ニホンジカ 

令和２年度にリンゴ園地において樹体被害が確認され、近隣市町村でも多数の目

撃が報告されていることから、今後、農林業被害の発生・拡大が懸念される。 

⑧イノシシ 

  被害は発生していないが、多数の目撃が報告されていることから、今後、農林業

被害の発生・拡大が懸念される。 

⑨ハクビシン 

  ７月から８月にかけてスイカ等の生育に影響を及ぼし、多数の目撃が報告されて

いることから、被害の発生・拡大が懸念される。 

 

（３）被害の軽減目標 

①ニホンザル 

指  標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 ７０５千円 ４９０千円 

被害面積 ３．０５ha ２．１３ha 

 

②アライグマ 

指  標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 １３千円  ９千円 

被害面積 ０．００４ha ０．００２８ha 
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③カラス 

指  標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 ６４千円  ４４千円 

被害面積 ０．０２ha ０．０１４ha 

 

④ツキノワグマ 

指  標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 ２０５千円  １４３千円 

被害面積 ０．０６ha  ０．０４ha 

 

⑤カルガモ 

指  標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 －千円 －千円 

被害面積 －ha －ha 

※被害額の把握が困難なことから設定せず 

⑥カワウ 

指  標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 －千円 －千円 

被害面積 －ha －ha 

 

⑦ニホンジカ 

指  標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 －千円 －千円 

被害面積 －ha －ha 

 

⑧イノシシ 

指  標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 －千円 －千円 

被害面積 －ha －ha 

 

⑨ハクビシン 

指  標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 －千円 －千円 

被害面積 －ha －ha 

 

⑩計 

指  標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 ９８７千円 ６８６千円 

被害面積 ３．１３４ha ２．１８７ha 
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（４）従来講じてきた被害防止対策 

  従来講じてきた被害防止対策 課        題 

捕獲等に関

する取組 

ツキノワグマは被害を及ぼすお

それがある場所で出没した場合

に、ニホンザル、カラス、カルガ

モ、ニホンジカ、カワウについて

は、被害発生時に鳥獣被害対策実

施隊員や猟友会に依頼し、銃器や

箱わなよる有害鳥獣捕獲を実施し

てきた。 

平成２０年から箱わなを導入し

ており、現在３９基の箱わなを設

置している。 

実施隊員及び農業者が、駆逐用

花火（町提供）による追い払いを

実施している。 

猟友会員の高齢化が進む中で、

若年狩猟者の担い手を育成するた

め、鰺ヶ沢町有害鳥獣捕獲従事者

育成支援補助金（令和元年度１人、

令和２年度３人）により、若年狩

猟者の育成支援活動を推進し、従

来は２３人体制であった猟友会

が、現在は２７人となっている。 

また、モンキードック導入につ

いても検討している。 

 鳥獣被害対策実施隊員である狩猟者

の高齢化や減少が進んでおり、捕獲の

担い手の育成が必要である。 

鳥獣は、市町村の境界を越えて被害

を及ぼすので周辺の市町村と連携した

対策を講ずる必要がある。 

 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

 平成２８年度から鰺ヶ沢町鳥獣

被害防止電気柵設置事業助成金を

交付し、電気柵による防除活動を

行った。 

・令和２年度実績（753m） 

・令和３年度実績（620m） 

・令和４年度実績（1,310m） 

広大な設置規模を要する地域につい

ては、設置規模に対し整備・維持管理

経費が多額となる。 

生息環境管

理その他の

取組 

農業者に対し放任果樹の除去に

ついての周知活動を行っている。 

高齢化が進む過疎地域においては、

放任果樹等への認識改善が必要であ

る。 
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（５）今後の取組方針 

被害状況やサルの遊動域を把握したうえで、営農指導員及び専門家による被害防止

対策技術講習会を開催し、地域住民の知識・意識の向上を図り、防止対策を講ずる。 

 鰺ヶ沢町町内会連絡協議会によるサルの追い払い作業員の育成を実施するほか、モ

ンキードック導入についても検討し、農業者団体、集落代表者等の関係機関との連携

を深め、生息調査を実施し、有害鳥獣の適正な追い払いや捕獲を実施して、地域ぐる

みで被害の減少を図る。 

実施隊員には、各種研修を受講させるとともに、必用に応じて専門家を招聘し技術

の向上を図るとともに、研修等で得た知識技術等を住民に対して普及啓発を行う。 

また、被害農家の要望を把握し、防護柵等を設置する取組を進めていく。 

さらに、効果的な捕獲に資するためＩＣＴを活用した捕獲技術について、実証・活

用していく。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

青森県猟友会鰺ヶ沢支部会員、鯵ヶ沢町農林水産課職員より鯵ヶ沢町鳥獣被害対策

実施隊員を指名又は任命し、迅速な対応にあたる。 

 なお、本実施隊員のうち青森県猟友会鰺ヶ沢支部より任命した隊員は、鳥獣被害防

止特別措置法第９条に定めのある対象鳥獣捕獲員として位置づける。 

 その他、有害鳥獣の捕獲については、青森県猟友会鰺ヶ沢支部に依頼する。 

また、アライグマに関しては、鰺ヶ沢町アライグマ防除実施計画において、適切な

知識及び技術を有していると認められる者を捕獲従事者として認定する。 

ニホンザル、ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシの捕獲は、わな及びライフル銃

以外の銃器を基本とするが、これらの方法での捕獲が困難な場合は、射程が長く、捕

獲能力の高いライフル銃を使用する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年 度 対象鳥獣 取  組  内  容 

５年度 

～ 

７年度 

ニホンザル 

アライグマ 

カラス 

ツキノワグマ 

カルガモ 

カワウ 

ニホンジカ 

イノシシ 

ハクビシン 

農協職員や担い手農家に対して、猟友会等による研修会

を開催し、若手狩猟者の育成を図る。 

また、捕獲用わなを導入する。 
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（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

捕獲については、その年度ごとの被害状況に応じて適正に捕獲許可頭数を調整し、「青

森県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」及び「鰺ヶ沢町アライグマ防除実施計画」に基づき、

適正な捕獲を実施していく。 

①ニホンザル 

過去５年間に４９５頭捕獲してきたが、出没区域・食害等の報告数は減少してい

ない。農地周辺に出没する群れやハナレザルを中心に捕獲を行い、着実、早期に被

害が減少する効果的方法を実施する。 

令和３年の生息調査により、１２群３５８頭確認され、群れの頭数から年間に５

０～６０頭の子サルが産まれると推測される。着実な加害個体の捕獲と生息数の適

正化を目指すこととし、捕獲計画数は捕獲実績から年間１００頭とする。 

（ニホンザル捕獲実績） 

年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ 合計 

捕獲頭数 ９９ ８８ １１５ ８９ １０４ ４９５ 

②アライグマ 

６月から９月にスイカの食害が発生している。他の農作物への被害も発生してい

る。繁殖力が強く、広範囲に被害が発生する前に駆除する必要があるため、可能な

限り捕獲する。 

（アライグマ捕獲実績） 

年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ 合計 

捕獲頭数 ６ １５ １４ １１ ３ ４９ 

③カラス 

スイカ・トウモロコシ等の食害が増加し深刻な問題となっている。被害額は

６４千円と減少しているが、被害地域が広範囲に拡大している。引き続き、被害軽

減を図るため捕獲計画数を前回計画同様の年間２００羽とする。 

（カラス捕獲実績） 

年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ 合計 

捕獲頭数 １４９ ３３７ １６１ ２６８ １２５ １，０４０ 

④ツキノワグマ 

スイカ等の食害が増加し深刻な問題となっている。人里での目撃情報も多いた

め、出没区域を中心に捕獲する。 

過去５年間に６３頭捕獲してきたが、出没、目撃情報が多数寄せられ被害地域が

広範囲に拡大している。捕獲計画数を確実な被害軽減を図るために前回計画より増

して年間２０頭とする。 

（ツキノワグマ捕獲実績） 

年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ 合計 

捕獲頭数 ８ ８ ２２ ６ １９ ６３ 

⑤カルガモ 

カルガモによる水稲の被害は５月頃から発生しているため、被害報告があった地
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域で田植え終了後から加害個体を確実に捕獲することとし、必要最小数の捕獲とす

る。 

⑥カワウ 

 被害額の把握は困難なものの、水産資源であるアユの食害が発生しており、被害

の拡大が予想されるため、年間捕獲頭数を２０羽とする。 

⑦ニホンジカ 

   りんご園地において樹体被害が確認されている。繁殖力が強く、被害が広がる前

に駆除する必要があるため、可能な限り捕獲とする。 

⑧イノシシ 

 被害の確認はされていないが、町内で目撃が確認されていることや、繁殖力が強

く、被害が広がる前に駆除する必要があるため、可能な限り捕獲とする。 

⑨ハクビシン 

 スイカ等の生育に影響を及ぼし、町内で多数目撃が確認されており、被害が拡大

する前に駆除する必要があるため、可能な限り捕獲とする。 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

５年度 ６年度 ７年度 

ニホンザル １００頭 １００頭 １００頭 

アライグマ 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

カラス  ２００羽  ２００羽  ２００羽 

ツキノワグマ  ２０頭  ２０頭  ２０頭 

カルガモ 必要最小数  必要最小数  必要最小数 

カワウ ２０羽 ２０羽 ２０羽 

ニホンジカ 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

イノシシ 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

ハクビシン 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 可能な限り捕獲 

 

捕獲等の取組内容 

 対象鳥獣は、農作業が始まる３月から１２月にかけて頻繁に出没しており、町内全域

で目撃されている。 

そのため、捕獲については「青森県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」及び「鰺ヶ沢町アラ

イグマ防除実施計画」に基づき、対象鳥獣の被害に応じて捕獲方法や捕獲場所を検討し、

最も効果が期待できる方法で実施する。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 ニホンザル、ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシの捕獲は、わな及びライフル銃

以外の銃器を基本とするが、これらの方法での捕獲が困難な場合は、射程が長く、捕

獲能力の高いライフル銃を使用する。 
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（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

鰺ヶ沢町 無し（権限委譲済み） 

 

４．防護柵の設置に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

５年度 ６年度 ７年度 

ニホンザル 

アライグマ 

ツキノワグマ 

ニホンジカ 

イノシシ 

ハクビシン 

電気柵 

2,000m 

電気柵 

2,000m 

電気柵 

2,000m 

 設置希望者を募集し、鰺ヶ沢町鳥獣被害防止電気柵設置事業助成金要綱に基づき、助

成金を交付する。 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
取組内容 

５年度 ６年度 ７年度 

ニホンザル 

アライグマ 

ツキノワグマ 

ニホンジカ 

イノシシ 

ハクビシン 

基本的な管理は事業

実施者が行い、町は、

事業実施者に対し事

業費を補助する。 

基本的な管理は事業

実施者が行い、町は、

事業実施者に対し事

業費を補助する。 

基本的な管理は事業

実施者が行い、町は、

事業実施者に対し事

業費を補助する。 

 

５．生息環境管理その他被害防止に関する取組 

年 度 対象鳥獣 取  組  内  容 

５年度 

～ 

７年度 

ニホンザル 

アライグマ 

カラス 

ツキノワグマ 

カルガモ 

カワウ 

ニホンジカ 

イノシシ 

ハクビシン 

・自治会や農林業団体及び鰺ヶ沢町鳥獣被害対策実施隊

等が連携して一斉追い払い活動を実施するなど、追い払

い体制を構築する。 

・被害防止のための集落環境づくりを推進するため、広

報紙や勉強会などによる地域住民への啓発活動や、農家

の高齢化が進む過疎地において、放任果樹等への認識改

善を図るための周知活動を行う。 

・新しい被害防止技術などの検討を行う。 
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情報収集 通報 

連携 

現地対応 

連携 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれが

ある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

鰺ヶ沢町 
防災無線等を利用し、町民へ周知するとともに、県

及び警察、鰺ヶ沢町鳥獣被害対策実施隊、猟友会と

連携した対応を図る   

鰺ヶ沢町鳥獣被害対策実施隊 町と連携した対応を図る 

青森県西北地域県民局地域農林

水産部 
町と連携した対応を図る 

青森県猟友会鰺ヶ沢支部 町と連携した対応を図る 

鰺ケ沢警察署 町と連携した現場確認等の対応を図る 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した対象鳥獣は、「青森県有害鳥獣捕獲事務取扱要領」及び「鰺ヶ沢町アライグ

マ防除実施計画」に基づき、適正に処理する。 

なお、捕獲した鳥獣の処理体制は、町廃棄物担当部局と連携し、捕獲者や廃棄物処

理業者等の関係者に周知する。 

また、鰺ヶ沢町鳥獣被害防止対策協議会の捕獲事業により捕獲された鳥獣は、協議

会の構成員である鰺ヶ沢町等が廃棄物の排出者として適正に処理することとする。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用

に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

捕獲した対象鳥獣は、食品としての利用に適さない又は捕獲数が少なく食品として

の利用促進が困難であるため、上記７のとおり適切に処理する。 

また、その他の有効な活用も困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 民 

鰺ヶ沢町 鰺ケ沢警察署 

青森県西北地域

県民局地域農林

水産部 

青森県猟友会鰺ヶ沢支部 鰺ヶ沢町鳥獣被害対策実施隊 



 - 10 - 

（２）処理加工施設の取組 

 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 

 

９．被害防止対策の実施体制に関する事項 

（１）被害防止対策協議会に関する事項 

被害防止対策協議会の名称  鰺ヶ沢町鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役        割 

鰺ヶ沢町 農林水産課 
事務局担当と協議会に関する連絡調整及び被害

防止対策指導等の啓発活動 

つがるにしきた農協 つがる白神支店 
農業者からの被害情報収集、対策情報提供、営

農指導 

つがる森林組合 林業者からの被害情報収集、対策情報提供 

青森県猟友会鰺ヶ沢支部 有害鳥獣の捕獲の実践等 

鰺ヶ沢地区町内会連絡協議会 地域住民の協力体制の構築 

舞戸地区町内会連絡協議会 地域住民の協力体制の構築 

中村地区町内会連合会 地域住民の協力体制の構築 

赤石地区町内会連合会 地域住民の協力体制の構築 

鳴沢地区町内会連合会 地域住民の協力体制の構築 

青森県西北地域県民局 

地域農林水産部 

オブザーバーとして本協議会への指導・助言等 

鳥獣被害を受けにくい農作物の作付け等の技術

指導 

 ※別紙２ 被害防止対策の実施体制図 参照 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役       割 

  

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 

 

 実施隊の規模・構成及び実施する被害防止対策については、鯵ヶ沢町鳥獣被害対策

実施隊体制図（別紙３）のとおり 



 - 11 - 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

  

 

１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

対象鳥獣の捕獲等に関して、近隣する市町村連携を図っていく。 
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別紙 1 

鰺ヶ沢町過去３年間における鳥獣による農作物被害状況 

 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 計 

 面積 

(ｈａ) 

金額 

(千円) 

面積 

(ｈａ) 

金額 

(千円) 

面積 

(ｈａ) 

金額 

(千円) 

面積 

(ｈａ) 

金額 

(千円) 

サル 0.46 1,210 0.20 678 3.05 705 3.71 2,593  

クマ 0.11 365 0.02 37 0.06 205 0.19 607 

カラス 0.02 72 0.01 48 0.02 64 0.05 184 

カルガモ - -   - -   

アライグマ 0.01 40 0.01 36 0.004 13 0.024 89 

ニホンジカ - - 0.02 181 - - 0.02 181 

カワウ - - - - - - - - 

イノシシ - - - - - - - - 

ハクビシン - - - - - - - - 

計 0.60 1,687 0.26 980 3.134 987 3.994 3,654 

 

被害面積及び金額については、被害農家から報告されたものを集計しているため、報

告のない数値は計上されていない。 
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町長が指示する対象鳥獣の捕獲 

別紙２ 

被害防止対策の実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鰺ヶ沢町鳥獣被害防止対策協議会 

[構成員] （会員）鰺ヶ沢町・つがるにしきた農協・つがる森林組合 

        青森県猟友会鰺ヶ沢支部・鰺ヶ沢地区町内会連絡協議会 

        舞戸地区町内会連絡協議会・中村地区町内会連合会 

        赤石地区町内会連合会・鳴沢地区町内会連合会 

    （オブザーバー）西北地域県民局地域農林水産部 

[事務局] 鰺ヶ沢町農林水産課 

[役 割]（会員） ○鰺ヶ沢町鳥獣被害防止総合計画の策定 

         ○鳥獣害防止総合対策事業の実施 

        ○その他、鳥獣による被害を軽減させるために有効と 

思われる取組の実施 

（オブザーバー）○本協議会への指導・助言、等 

         鳥獣被害を受けにくい農作物の作付け 

等の技術指導 

 

鳥獣害を軽減させるための

各種事業の実施 

鰺ヶ沢町 

つがるにしきた農協 

つがる森林組合 

地域住民 

 

 
鰺 ヶ 沢 町       

鳥獣被害対策実施隊 

 

連携 

被害状況報告 

被害状況報告 

被害状況報告 

被害対策営農指導 
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別紙３ 

 

鰺ヶ沢町鳥獣被害対策実施隊体制図 

 

 

 

 

 

                 ＜実施隊の規模・構成＞ 

・青森県猟友会鰺ヶ沢支部会員２７名、鰺ヶ沢

町農林水産課職員４名より鰺ヶ沢町鳥獣被害対

策実施隊員を指名又は任命し、迅速な対応にあ

たる。 

なお、本実施隊員のうち青森県猟友会鰺ヶ沢支 

部より任命した隊員は、鳥獣被害防止特別措置 

法第９条に定めのある対象鳥獣捕獲員として位 

置づける。 

 

鰺ヶ沢町鳥獣被害対策実施隊 

活動内容 

・ 町長が指示する対象鳥獣の捕獲にあたる。 

・ 農地の巡回、パトロールの実施。 

・ 地域住民と連携した追い払いを実施。 

鰺ヶ沢町長 

隊員数は、令和４年４月１日現在 


